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● 補装具費支給制度
● 日常生活用具給付等事業

福祉用具が必要

労災法の適用？

自賠責がある？

健康保険はある？

労災保険法による
治療中？

経済的に負担可能？

難病等

病気？

仕事中の事故？

交通事故？

治療用装具？

公的年金？

戦傷病者？

介護保険の対象？

身体障害者手帳はある？

引用：厚生労働省令和2年度障害者総合福祉推進事業 補装具費支給制度利用ハンドブック、補装具費支給制度利用詳細ガイド ／社会システム株式会社

※ 労災保険による車椅子の支給は、症状固定が前提であったが、H20.3.31より症状固定前療養中の場合であっても
　 必要性(以下の要件)が認められれば車椅子の支給が可能。

療養(補償)給付を受けている人（概ね３か月以内に退院見込みのない入院療養をしている人は除く）で、
傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかである場合

傷病(補償)年金の支給を受けている人で、その傷病の療養のために通院していて、義足及び下肢装具の使用が不可能である人


